
（食費）

（居住費）

　　となります。詳細は、担当のケアマネジャーまたは市区町村にお問い合わせ下さい。

４、その他の費用

 個別機能訓練加算(Ⅰ） 　　　１２円／日  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)  介護職員の処遇を改善する事を目的とした加算

　を乗じた金額

　　　２０円／月  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

第３段階(2) １，３６０円 ４０，８００円

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ） 　　　５２円／月
 入所者様毎の状態に係る基本的な情報を厚生労働省
に提出しﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ情報を有効活用している事

 褥瘡マネジメント加算

 夜勤職員配置加算(Ⅱロ)

 個別機能訓練加算(Ⅱ）

 療養食加算 　　　　　７円／回　  療養食の管理・提供に関する加算。(１日３回を限度)

 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
利用総単位数に2.7％

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

利用総単位数に1.6％
 介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算

 （以下、対象者のみ）

 入院後、経管栄養になった場合等の病院との連携

実　費

２０円／日

 理美容代

　　　７４円／日

　　６９９円／日  死亡日の前日及び前々日

 再入所時栄養連携加算 　　　　２０６円／回  　

 死亡日以前４日以上３０日以下

　（理容）２，０００円 ～（美容）２，５００円 ～

 家電持ち込み料金 ※

 日用品費

　　　１４８円／日　
 看取り介護加算

 ※家電持ち込み料金は、全ての電化製品を対象といたします。

１，３１５円／日  死亡日について

名　目 自　己　負　担　額

実　費

 イベント・企画等の参加に関する費用

実　費

 ※上記のほか、故意の破損等、状況に応じてご本人様、ご家族様と相談の上、徴収させていただく場合がございます。

 その他の費用 （医療費・嗜好品・特別な食事 等）

 夜勤職員の配置人数に関する加算

 管理栄養士の配置、栄養管理に関する加算

 日常生活継続支援加算Ⅱ 　　　４８円／日
 重度の要介護者や認知症の方で、入所の必要度が高い
 ご利用者の積極的受入れに関する加算

 看護の体制及びオンコール体制に関する加算

利用総単位数に8.3％

　を乗じた金額

３、基本加算サービス

加算サービス名 費　用　 内　容

 入所から３０日間または、１ヶ月を超える入院

 後の再入所の際に適用する加算

　　　１８円／日

　　　３１円／日 初期加算

第３段階 １，３１０円 ３９，３００円

第４段階 ２，２３６円 ６７，０８０円

　※上記、１段階から３段階は減額制度を利用した場合の料金です。負担限度額認定証の提出がない場合は、４段階に記載の料金

第１段階 　　８２０円 ２４，６００円

第２段階 　　８２０円 ２４，６００円

第４段階 １，５５０円 ４６，５００円

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

第２段階 　　３９０円 １１，７００円

第３段階(1) 　　６５０円 １９，５００円

２、介護保険給付対象外（実費分）料金

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

第１段階 　　３００円 　９，０００円

要介護４ ８８６円 ２６，５８０円

要介護５ ９５４円 ２８，６２０円

要介護２ ７４０円 ２２，２００円

要介護３ ８１５円 ２４，４５０円

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム　こ こ ろ の 杜　利 用 料 金 表

１、基本料金（ユニット型施設利用費）

区　分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

要介護１ ６７０円 ２０，１００円

令和5年4月1日現在

（ 負担割合１割 ）

 看護体制加算(Ⅱロ）

 看護体制加算(Ⅰロ）

 死亡日以前３１日以上４５日以下

　　　３円／月  定期的な褥瘡マネジメントに関する加算

　　　　４円／日

　　　　８円／日

　　　１２円／日 栄養マネジメント加算

 看護の体制に関する加算



（食費）

（居住費）

　　となります。詳細は、担当のケアマネジャーまたは市区町村にお問い合わせ下さい。

４、その他の費用

２，６２９円／日  死亡日について

名　目 自　己　負　担　額

 ※家電持ち込み料金は、全ての電化製品を対象といたします。

 理美容代 　（理容）２，０００円 ～（美容）２，５００円 ～

 家電持ち込み料金 ※ ２０円／日

 イベント・企画等の参加に関する費用 実　費

 その他の費用 （医療費・嗜好品・特別な食事 等） 実　費

 ※上記のほか、故意の破損等、状況に応じてご本人様、ご家族様と相談の上、徴収させていただく場合がございます。

 日用品費 実　費

 再入所時栄養連携加算 　　　　４１１円／回  　 入院後、経管栄養になった場合等の病院との連携

 看取り介護加算

　　　１４８円／日  死亡日以前３１日以上４５日以下

　　　２９６円／日　  死亡日以前４日以上３０日以下

１，３９７円／日  死亡日の前日及び前々日

 介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算
利用総単位数に1.6％

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 （以下、対象者のみ）

 療養食加算 　　　　　１３円／回　 療養食の管理・提供に関する加算。(１日３回を限度)

 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
利用総単位数に8.3％

 介護職員の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
利用総単位数に2.7％

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 栄養マネジメント加算 　　　２３円／日  管理栄養士の配置、栄養管理に関する加算

 褥瘡マネジメント加算 　　　６円／月  定期的な褥瘡マネジメントに関する加算

 個別機能訓練加算(Ⅱ） 　　　４１円／月  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

 日常生活継続支援加算Ⅱ 　　　９５円／日
 重度の要介護者や認知症の方で、入所の必要度が高い
 ご利用者の積極的受入れに関する加算

 夜勤職員配置加算(Ⅱロ) 　　　３７円／日  夜勤職員の配置人数に関する加算

 個別機能訓練加算(Ⅰ） 　　　２５円／日  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

 看護体制加算(Ⅰロ） 　　　　９円／日  看護の体制に関する加算

 看護体制加算(Ⅱロ） 　　　　１７円／日  看護の体制及びオンコール体制に関する加算

 初期加算 　　　６２円／日
 入所から３０日間または、１ヶ月を超える入院

 後の再入所の際に適用する加算

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ） 　　　１０３円／月
 入所者様毎の状態に係る基本的な情報を厚生労働省
に提出しﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ情報を有効活用している事

第４段階 ２，２３６円 ６７，０８０円

　※上記、１段階から３段階は減額制度を利用した場合の料金です。負担限度額認定証の提出がない場合は、４段階に記載の料金

３、基本加算サービス

加算サービス名 費　用　 内　容

第２段階 - -

第３段階 - -

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

第１段階 - -

第３段階 - -

第４段階 １，５５０円 ４６，５００円

第３段階(2) - -

第１段階 - -

第２段階 - -

要介護５ １，９０８円 ５７，２４０円

２、介護保険給付対象外（実費分）料金

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

要介護３ １，６２９円 ４８，８７０円

要介護４ １，７７１円 ５３，１３０円

要介護１ １，３４０円 ４０，２００円

要介護２ １，４７９円 ４４，３７０円

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム　こ こ ろ の 杜　利 用 料 金 表
（ 負担割合２割 ）

１、基本料金（ユニット型施設利用費）

区　分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計



（食費）

（居住費）

　　となります。詳細は、担当のケアマネジャーまたは市区町村にお問い合わせ下さい。

４、その他の費用

第３段階(2) - -

 その他の費用 （医療費・嗜好品・特別な食事 等） 実　費

 ※上記のほか、故意の破損等、状況に応じてご本人様、ご家族様と相談の上、徴収させていただく場合がございます。

３，９４４円／日  死亡日について

名　目 自　己　負　担　額

 ※家電持ち込み料金は、全ての電化製品を対象といたします。

 理美容代 　（理容）２，０００円 ～（美容）２，５００円 ～

 家電持ち込み料金 ※ ２０円／日

 イベント・企画等の参加に関する費用 実　費

 日用品費 実　費

 再入所時栄養連携加算 　　　　６１７円／回  　 入院後、経管栄養になった場合等の病院との連携

 看取り介護加算

　　　２２２円／日  死亡日以前３１日以上４５日以下

　　　４４４円／日　  死亡日以前４日以上３０日以下

２，０９５円／日  死亡日の前日及び前々日

 介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算
利用総単位数に1.6％

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 （以下、対象者のみ）

 療養食加算 　　　　１９円／回　  療養食の管理・提供に関する加算。(１日３回を限度)

 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
利用総単位数に8.3％

 介護職員の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
利用総単位数に2.7％

 介護職員等の処遇を改善する事を目的とした加算
　を乗じた金額

 栄養マネジメント加算 　　　３４円／日  管理栄養士の配置、栄養管理に関する加算

 褥瘡マネジメント加算 　　　　９円／月  定期的な褥瘡マネジメントに関する加算

 個別機能訓練加算(Ⅱ） 　　　 ６２円／月  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

 日常生活継続支援加算Ⅱ 　　　 １４２円／日
 重度の要介護者や認知症の方で、入所の必要度が高い
 ご利用者の積極的受入れに関する加算

 夜勤職員配置加算(Ⅱロ) 　　　 ５６円／日  夜勤職員の配置人数に関する加算

 個別機能訓練加算(Ⅰ） 　　　 ３７円／日  機能訓練指導員の配置人数に関する加算

 看護体制加算(Ⅰロ） 　　　　１３円／日  看護の体制に関する加算

 看護体制加算(Ⅱロ） 　　　　２５円／日  看護の体制及びオンコール体制に関する加算

 初期加算 　　　９３円／日
 入所から３０日間または、１ヶ月を超える入院

 後の再入所の際に適用する加算

 科学的介護推進体制加算(Ⅱ） 　　　１５４円／月
 入所者様毎の状態に係る基本的な情報を厚生労働省
に提出しﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ情報を有効活用している事

第４段階 ２，２３６円 ６７，０８０円

　※上記、１段階から３段階は減額制度を利用した場合の料金です。負担限度額認定証の提出がない場合は、４段階に記載の料金

３、基本加算サービス

加算サービス名 費　用　 内　容

第２段階 - -

第３段階(1) - -

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

第１段階 - -

第３段階 - -

第４段階 １，５５０円 ４６，５００円

第１段階 - -

第２段階 - -

要介護５ ２，８６２円 ８５，８６０円

２、介護保険給付対象外（実費分）料金

所得区分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計

要介護３ ２，４４４円 ７３，３２０円

要介護４ ２，６５６円 ７９，６８０円

要介護１ ２，００９円 ６０，２７０円

要介護２ ２，２１９円 ６６，５７０円

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム　こ こ ろ の 杜　利 用 料 金 表
（ 負担割合３割 ）

令和5年4月1日現在

１、基本料金（ユニット型施設利用費）

区　分 １日あたりの自己負担額 １ヶ月（３０日の場合）の自己負担額合計


